
 

令和２年４月１日以降の国内試験から受験資格が拡大されます 
 
 
これまでは，日本国内での受験対象者は，「中長期在留者及び過去に中

長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていたとこ

ろ，これを「在留資格を有する者」として在留資格をもって在留する方に

ついては一律に受験を認めることとしました。 
これにより，過去に中長期在留者として在留した経験がない方であって

も受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し，受験すること

が可能となります。 
なお，令和２年３月３１日までは，引き続き現行の「『特定技能』に係る

試験の方針について」に基づき運用されるため，見直し後の受験資格は令

和２年４月１日以降に実施される試験から適用されることとなりますの

でご注意願います。 
 
 
＜令和２年４月１日以降の国内試験の受験資格＞ 

在留資格を有している方であれば受験することができます。 
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能（中長期在留歴がなくても

受験可能）です。 
在留資格を有していない方（不法残留者等）については，引き続き受験は認められません。 
※ただし，試験に合格することができたとしても，そのことをもって「特定技能」の在留資

格が付与されることを保証したものではなく， 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付

申請又は在留資格変更申請がなされたとしても，必ずしも在留資格認定証明書の交付や在

留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。 
 
 
＜令和２年３月３１日までの国内試験の受験資格＞ 
日本国内での試験の受験資格が認められない方 
（１）中長期在留者でなく，かつ，過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方 
（２）退学・除籍留学生 
（３）失踪した技能実習生 
（４）「特定活動（難民申請）」の在留資格を有する方 
（５）技能実習等，当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で   

現に在留中の方 
 

資料２－２ 
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「特定技能」に係る試験の方針について 
 

令和２年１月３０日 
出入国在留管理庁 

 
 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」（平成３０年１

２月２５日閣議決定。以下「政府基本方針」という。）３（１）オ及び（２）ウに基づ

き，試験の適正な実施を確保するための試験の方針（以下「試験方針」という。）を下

記のとおり定める。 
記 

１ 試験問題の作成等 
（１）作成手続 
   分野所管行政機関（特定産業分野を所管する関係行政機関をいい，同機関が定め

る試験実施者及び試験作成者を含む。以下同じ。）及び日本語試験実施機関（以下

これらを「試験実施機関」と総称する。）は，試験方針及び試験方針に従い作成す

る試験実施要領（政府基本方針３（１）オ及び（２）ウで定める試験についての実

施要領をいう。以下同じ。）に適合するように試験問題を作成する。 
   試験問題及び試験実施要領の作成に当たっては，試験実施機関は，有識者に相談

し，又は助言を求めるなどして適切にこれを行う。この場合において，試験実施機

関は，有識者を構成員に含む協議体を設置し，有識者の専門的知見を十分に踏まえ

た上で試験問題及び試験実施要領を作成することが望ましい。 
   試験実施機関は，試験実施前に下記（２）に定める試験水準（難易度）に基づき

作成した試験問題（案）によって可能な限り，特定技能外国人に求められる技能・

日本語能力水準に照らして受験協力者を選定の上，試行的な試験を行い，その結果，

当該試験が，求められる技能・日本語能力水準を適切に測定するものとなっていな

いと判明した場合は，試験問題の修正等の必要な対応を行う。 
（２）試験水準 

ア １号特定技能外国人 
（ア）技能試験 
   政府基本方針３（１）イで定める水準を満たすものとする。 

分野所管行政機関は，必要とされる外国人材の技能水準を明確化するため，

当該特定産業分野に属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要と

する技能を要する業務の適切な遂行能力を担保するための具体的な水準設定を

行う。この際，１号特定技能外国人については，相当期間の実務経験等を要す

る技能であって，特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を

遂行できる水準の技能が求められることを踏まえ，初級技能者のための試験で

ある３級相当の技能検定等の合格水準と同等の水準を設定する。なお，例えば，

「実務経験Ａ年程度の者が受験した場合の合格率がＢ割程度」など合格者の水

準を可能な限り明確化する。 
（イ）日本語試験 
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   政府基本方針３（１）ウで定める水準を満たすものとする。 
なお，同ウの「基本」となる水準については，以下のような尺度をもって測

ることが考えられる。 
○ ごく基本的な個人的情報や家族情報，買い物，近所，仕事など，直接的関

係がある領域に関する，よく使われる文や表現が理解できる。 
○ 簡単で日常的な範囲なら，身近で日常の事柄についての情報交換に応ずる

ことができる。 
○ 自分の背景や身の回りの状況や，直接的な必要性のある領域の事柄を簡単

な言葉で説明できる。 
 また，分野所管行政機関は，特定産業分野に応じて業務上必要な日本語能力

水準を整理し，水準設定を行う。 
イ ２号特定技能外国人 
  政府基本方針３（２）イで定める水準を満たすものとする。 

分野所管行政機関は，必要とされる外国人材の技能水準を明確化するため，当

該特定産業分野に属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務の適切な遂

行能力を担保するための具体的な水準設定を行う。この際，２号特定技能外国人

については，長年の実務経験等により身につけた熟達した技能であって，現行の

専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性

・技能を要する技能が求められることを踏まえ，上級技能者のための試験である

技能検定１級の合格水準と同等の水準を設定する。なお，例えば，「実務経験Ａ

年程度の者が受験した場合の合格率がＢ割程度」など合格者の水準を可能な限り

明確化する。 
（３）試験科目 
  ア 技能試験 

原則として学科試験及び実技試験により実施する。 
分野所管行政機関の判断によっては，学科試験又は実技試験のいずれかのみに

よって技能水準を確認することや，実技試験を一定期間の実務経験で代替するこ

とも可能とするが，実務経験のみによって技能水準を確認することは認められな

い。 
なお，学科試験又は実技試験のいずれかを実施しない場合は，その理由，実施

しないものに係る代替措置（相当時間の研修等）及び当該措置により修得できる

能力の内容について，試験実施要領に明記する。 
  イ 日本語試験  

 読解試験及び聴解試験（リスニング）により実施することを基本とする。 
（４）法務省による確認等 

ア 試験実施機関は，上記１（１）の手続を経た後速やかに法務省に対して以下の

資料を提出する。 
  （ア）試験実施要領案 

（イ）試験問題及び試験実施要領案について有識者等に相談し又は助言等を受けた

ことを証明する書類（意見を求めた有識者の情報及び当該意見を含む。） 
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  （ウ）その他試行的試験の実施結果等法務省の確認のために必要な書類 
イ 法務省は，必要に応じて，厚生労働省及び文部科学省等に対して，試験実施方

法等に関する助言を求めるなどした上で，上記アにおいて提出された資料をもと

に試験が適正に実施されることを確認した場合は，試験実施機関（試験実施機関

が，分野所管行政機関が定める試験実施者である場合においては，分野所管行政

機関を含む。）に対してその旨を通知する。 
 
２ 試験の実施方法 
（１）実施言語 

技能試験については，分野所管行政機関が定める言語によって実施する。 
（２）実施方法 

技能試験及び日本語試験については，コンピュータ・ベースド・テスティング（Ｃ

ＢＴ）方式又はペーパーテスト方式等，試験実施機関が定める方法によって実施す

る。 
（３）試験の不正防止策 

試験実施機関は，受験者規模に応じた適正な人数の試験監督者を配置し，試験を

適正に実施する。 
また，試験監督者に対する研修，試験問題の厳重な管理，パスポート等による本

人確認等のなりすまし防止，持ち物検査の実施，スマートフォン等通信機能付の携

帯情報端末等の管理を徹底するなどの不正防止策を講じる。 
（４）試験委員等 

試験実施機関は，試験問題の作成，学科試験及び実技試験の採点基準，合格者の

判定基準の作成を行わせるため，当該試験を行うに当たって必要な学識経験，実務

経験又は資格を有する者を試験委員等として指定する。 
試験実施機関は，試験委員等が受験者を対象とする講習・研修等に参加したり，

受験者が所属する機関の関係者が試験委員等を務めることなどのないよう，必要な

措置を講じる。 
また，試験実施機関は，試験委員等間における採点基準等の共通化について定め

るとともに，採点基準等については対外秘とし，試験委員等にも守秘義務を遵守さ

せる。 
（５）国外における試験の実施 
   国外における試験の実施にあたっては，必要に応じ現地政府と連携しつつ，現地

の関連法令及び規則を遵守し，実施する。 
（６）関係書類の保存 

試験結果等の試験の実施に係る関係書類については，一定期間，適正に保存する。 
 

３ 試験の実施場所 
国外における試験実施を前提とした上で，各分野における人材受入れ需要等を考慮

し，国内においても実施することができる。 
試験の実施国については，可能な限り一つの国内で技能試験と日本語試験の双方を
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実施するよう配慮しつつ，各分野における各国からの人材受入れ需要等を踏まえ，所

管省庁において検討し，試験実施要領において記載する。 
分野所管行政機関の判断により，在留資格を有する者を対象として，国内において

も試験を実施することができる。 
ただし，試験に合格することができたとしても，そのことをもって「特定技能」の

在留資格が付与されることを保証したものではなく，試験合格者に係る在留資格認定

証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても，必ずしも在留資格認定証

明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことから，その旨を，試

験実施要領及び受験案内において周知する。 
また，在留資格認定証明書の交付を受けたとしても，査証申請については，別途外

務省による審査が行われるところ，必ずしも査証の発給を受けられるものではない旨

についても，試験実施要領及び受験案内において周知する。 
なお，特定技能の在留資格に関し，法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な

執行に協力する外国政府等以外の国の者については国内での受験資格は認めない。 
  加えて，実施場所の選定に当たっては受験者の交通の利便性等を考慮する。 
 
４ 試験の実施回数 

４月１日から翌年３月３１日までを一事業年度とし，事業年度ごとの試験回数は，

試験実施要領において定めるものとするが，２回以上実施することが望ましい。 
 
５ 試験結果等の公表等 
（１）試験実施機関は，試験実施要領を公表するほか，各事業年度終了後，法務省に対

し，遅滞なく試験実施状況報告書（実施した試験の内容及び結果概要を含む。以下

同じ。）を提出し，当該報告書を公表する。 
（２）法務省は，上記（１）により提出を受けた試験実施状況報告書をもとに，試験の

内容も含め試験が適正に実施されたことを確認する。 
（３）法務省は，試験実施要領及び試験実施状況報告書を公表する。 
（４）法務省は，試験の適正な実施に関し，必要に応じて，厚生労働省及び文部科学省

等に対して助言を求める。 
 
６ 試験実施要領の内容 

試験実施要領には，別紙事項を記載する。 
 

附 則 
１ この方針は，令和２年４月１日から施行し，この方針の施行後に実施された試験に

ついて適用する。 
２ 「「特定技能」に係る試験の方針について」（平成３１年２月法務省入国管理局）

は，令和２年３月３１日限り廃止する。 
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（別紙） 
試験実施要領（必要事項） 

 
１ 試験概要 
（１）試験言語 
（２）実施主体 
（３）実施方法 
（４）事業年度における実施回数及び実施時期 
（５）実施場所 
（６）受験資格者（基本的に 17 歳以上とする。） 
（７）試験実施時の注意事項 
（８）合否の通知方法 
 
２ 試験実施体制 
（１）試験問題作成体制（試験委員の選定基準を含む。） 
（２）試験実施体制 
（３）試験の適切な運用をフォローする体制 
   ・試験実施主体に対する指導監督の実施 
   ・当初予期しなかった不正行為への対策 
   ・不正等が発覚した場合における合格取消措置の実施 等 
 
３ 試験水準 
 
４ 試験科目 
 
５ 合否の基準 
 
６ 試験の不正防止策 
 
７ 試験結果の公表方法 
 
８ その他必要事項 
 
  


